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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートと、
　このシートに取り付けた３個の上側脚と、
　長手方向の貫通開口を有する３個の脚ホルダであって、それぞれ非対称形状の第１側方
開口を形成し、また前記３個の上側脚を各個に前記長手方向開口に挿入する３個の脚ホル
ダと、
　非対称形状の３個の延長部を有し、これらの延長部が前記３個の脚ホルダ内に向かって
コネクタから外方に突出し、これら延長部によって前記上側脚を互いに回動自在に結合す
るようにしたコネクタであって、前記延長部を前記第１側方開口に挿入できるよう前記脚
ホルダを第１位置に転回するとき、この延長部を前記非対称形状の第１側方開口に挿入お
よび取り外し可能とし、前記脚ホルダを前記第１とは異なる第２位置に回転可能にし、こ
の第２位置をとるとき前記脚ホルダをこのコネクタに回動により固定することができるよ
うにしたコネクタと、
　前記脚ホルダの前記長手方向開口内に挿入可能な３個の下側脚と
を具えたことを特徴とする折り畳み式スツール。
【請求項２】
　前記脚ホルダが第２位置をとるとき前記脚ホルダ内に挿入される上側脚を支持するフラ
ンジを有する内側壁を前記脚ホルダのそれぞれに設けた請求項１記載の折り畳み式スツー
ル。
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【請求項３】
　各脚ホルダには、前記第１側方開口の内側部分に直径方向に対向する位置に位置する脚
ホルダの外側部分に第２側方開口を設け、前記下側脚のそれぞれには第１ばね負荷ニップ
ルを設け、前記下側脚を前記脚ホルダに挿入したとき前記第１ばね負荷ニップルが前記第
２側方開口にスナップ嵌合するようにした請求項１記載の折り畳み式スツール。
【請求項４】
　前記第１ばね負荷ニップルを前記第２側方開口内にスナップ嵌合させるとき前記下側脚
を前記上側脚内に挿入する請求項３記載の折り畳み式スツール。
【請求項５】
　前記脚ホルダの内壁に平坦面を設け、前記下側脚に平坦面を設け、前記内壁の平坦面を
前記下側脚の平坦面に対向させるときのみ前記下側脚を前記脚ホルダ内に挿入できるよう
にした請求項１記載の折り畳み式スツール。
【請求項６】
　折り畳み式スツールを折り畳んだ状態と展開した状態に移行可能とし、折り畳み式スツ
ールを展開状態にしたとき前記脚ホルダが垂直ラインに対して約３５°の角度をなすよう
にした請求項１記載の折り畳み式スツール。
【請求項７】
　前記下側脚には、前記第１ばね負荷ニップルに対して直径方向に対向する位置に第２ば
ね負荷ニップルを設け、前記折り畳み式スツールを折り畳み状態にするとき、前記脚ホル
ダが前記第２位置を取り、この脚ホルダにおける非対称形状の第１側方開口の幅広くかつ
長い上方キャビティを、前記コネクタの延長部における非対称形状の上方ウイングが塞ぐ
ことにより、前記第２ばね負荷ニップルが前記第１側方開口の上方キャビティにスナップ
嵌合することができず、前記コネクタの上方ウイングを摺動して、前記下側脚を前記上側
脚内に完全に挿入できるものとした請求項６記載の折り畳み式スツール。
【請求項８】
　シートと、
　このシートに取り付けた脚であり、底端部を有する３個の上側脚と、
　長手方向に貫通する開口を有する脚ホルダであり、第１側方開口を設け、それぞれ上側
脚の前記底端部を支持する円形のフランジまたはシートを設けた３個の脚ホルダと、
　３個の外方に突出する延長部を有し、これらの延長部が前記３個の脚ホルダ内に向かっ
てコネクタから外方に突出し、これら延長部によって前記上側脚を互いに回動自在に結合
するようにしたＹ字状のコネクタであって、前記延長部を前記第１側方開口に挿入できる
よう前記脚ホルダを第１位置に転回するとき前記延長部を前記第１側方開口内に挿入およ
び取り外し可能とし、前記脚ホルダの各々は、前記第１位置とは異なる第２位置に転回可
能とし、この第２位置では脚ホルダをＹ字状コネクタに回動自在に保持できるようにし、
上側脚を前記脚ホルダ内に完全に挿入するとき前記上側脚の底端部の下方にコネクタが位
置するようにしたＹ字状のコネクタと、
　前記脚ホルダの平坦な内壁面に掛合する平坦な外面を有する３個の下側脚と
を具えたことを特徴とする折り畳み式スツール。
【請求項９】
　前記下側脚を前記上側脚内に部分的に挿入する請求項８記載の折り畳み式スツール。
【請求項１０】
　前記第１側方開口を非対称形状にし、前記脚ホルダが第１位置をとるときのみ前記延長
部が前記第１側方開口内に挿入および取り外し可能とした請求項８記載の折り畳み式スツ
ール。
【請求項１１】
　前記脚ホルダの各々に上方部分及び下方部分を設け、前記上方部分の内径を前記下方部
分の内径よりも大きくし、上側脚の外径を下側脚の外径よりも大きくし、上側脚を上方部
分に挿入できるようにした請求項８記載の折り畳み式スツール。
【請求項１２】
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　前記延長部のそれぞれに半径方向に突出する突出ウイングを設け、延長部が前記脚ホル
ダに形成したキャビティ内に緊密に嵌合できるようにした請求項８記載の折り畳み式ホル
ダ。
【請求項１３】
　前記脚ホルダの内壁における前記キャビティは、溝により半円形のキャビティ端部部分
を画定し、前記脚ホルダを前記第１位置から前記第２位置に移動するとき突出ウイングが
前記半円形のキャビティ端部部分に圧着する請求項１２記載の折り畳み式スツール。
【請求項１４】
　前記半径方向に突出するウイングは、直径方向に対向する上方ウイングよりも長くかつ
幅の広い下方ウイングを有するものとした請求項１２記載の折り畳み式スツール。
【請求項１５】
　シートと、
　前記シートに取り付けた３個の上側脚と、
　長手方向に貫通する開口を有する３個の脚ホルダであって、それぞれ第１側方開口を形
成し、前記上側脚の各々の一部を前記長手方向開口に挿入するようにした脚ホルダと、
　外方に突出する３個の延長部を有し、これらの延長部が前記３個の脚ホルダ内に向かっ
てコネクタから外方に突出し、これら延長部によって前記上側脚を互いに回動自在に結合
するようにしたコネクタであって、前記脚ホルダを第１位置に転回するときこのコネクタ
の延長部を前記第１側方開口に挿入および取り外し可能であり、前記脚ホルダを前記第１
位置とは異なる第２位置に回転するときこの脚ホルダが前記コネクタを確実に保持し、ま
たこの保持された脚ホルダに前記上側脚を支持するものとしたコネクタと、
　前記脚ホルダ内に挿入可能な３個の下側脚と
を具え、前記脚ホルダの各々の内壁に溝を設け、この溝によって前記コネクタを前記第１
側方開口内に完全に挿入するとき前記コネクタが前記内壁とほぼ整列するようにした
ことを特徴とする折り畳み式スツール。
【請求項１６】
　前記下側脚には、下側脚の表面から突出することができるばね負荷ニップルを設け、前
記折り畳みスツールを折り畳み状態と展開状態との間で移動自在にし、前記折り畳み式ス
ツールを展開状態にしたとき、前記脚ホルダにおけるキャビティ内に前記ばね負荷ニップ
ルがスナップ嵌合して、各延長部が前記脚ホルダと前記下側脚との間に捕捉されるように
した請求項１５記載の折り畳み式スツール。
【請求項１７】
　前記下側脚を前記脚ホルダに着脱自在に取り付けた請求項１５記載の折り畳み式スツー
ル。
【請求項１８】
　前記脚ホルダを前記上側脚に着脱自在に取り付けた請求項１５記載の折り畳み式スツー
ル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
本発明は折り畳み式スツール関するものである。
【０００２】
（背景技術及び発明の開示）
或る位置から他の位置に容易に持ち運び、種々のアウトドア条件に使用できる折り畳み式
及び可搬式のスツールが要望されることがよくある。更に、持ち運び及び保管を容易にす
るため小さい寸法に減少した可搬式スツールがあると都合がよい。過去にも折り畳み式ス
ツールが開発されてきた。しかし、従来の折り畳み式スツールは安定性が悪く、折り畳み
及び展開が困難であった。更に、従来の折り畳み式スツールは重くかつ不格好なものがあ
った。
【０００３】
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本発明によれば、安定性がよくしかも極めて小さい寸法に折り畳むことが極めて容易な折
り畳み式スツールを提供する。更に、本発明による折り畳み式スツールは、クリーニング
及び保管を容易にするために都合よく完全に分解できる。本発明によるスツールは脚のた
めのリンク機構を有し、このリンク機構は人がスツールに座るときスツールが不慮に折り
畳まれないように防止する多くの安全対策の特徴がある。更に、特に、本発明は、三角形
のシートを有し、シートのコーナーに取り付けた３個の上側脚を有する。各上側脚の底部
部分に脚ホルダを取り付ける。各脚ホルダは長手方向の貫通した開口を有する。脚ホルダ
には更に、非対称形状の側方開口を形成する。Ｙ字状の中心コネクタユニットは脚ホルダ
を互いに回転自在に保持する。コネクタは不規則形状の延長部を有し、脚ホルダを第１位
置に転回するときこの延長部は脚ホルダの非対称形状の側方開口に挿入することができる
。延長部を挿入した後、脚ホルダを第２位置に回転して脚ホルダを確実に保持し、またこ
のとき上側脚を脚ホルダに挿入して脚ホルダの内部に配置した円形のシート又はフランジ
に上側脚を休止させることができる。下側脚を各脚ホルダの反対側から挿入し、下側脚に
設けたばね負荷ノブが脚ホルダに形成した第２側方開口にスナップ嵌合させる。本発明に
よる折り畳み式スツールを折り畳みたいとき、ノブを押してノブを脚ホルダから離脱させ
ることによって下側脚を上側脚内に押し込む。更に、レザーシートを畳み込んで上側脚を
ともに移動し、上側脚をほぼ平行にする。次に、折り畳んだ状態のまま上側脚をストラッ
プによってともに束ねて保持する。
【０００４】
（詳細な説明）
図１～図７につき説明すると、本発明による折り畳み式スツール１０は３個の上側脚１４
に取り付けたシート部分１２を有し、これらの上側脚１４はリンク機構１６に向かって収
斂し、このリンク機構１６に連結する。３個の下側脚１８はリンク機構１６に着脱自在に
取り付ける。以下に詳細に説明するように、スツール１０は図１に示す展開状態から図２
に示す折り畳み位置に畳むことができる。
【０００５】
シート部分１２は三角形の形状とし、レザー（皮）材料のような丈夫な可撓性材料により
形成すると好適である。シート部分は側端縁２０及びコーナー２２にステッチを設ける。
側端縁２０は、それぞれ凹状の中間部分２４と、中間部分２４とコーナー２２との間の凸
状の側方部分２６とを有する。各コーナーには、シート部分１２に取り付けたプラスチッ
クカバー２８を設ける。プラスチックカバー２８の内側には脚スタビライザを配置する。
ストラップ３０をシート部分１２の側端縁２０のうちの一つの側端縁に取り付ける。スト
ラップ３０は、スツール１０を折り畳み状態にするときシート部分１２の下面に取り付け
たノブ３２を１個の開口内に緊密に挿入できるよう規定した開口を設ける。
【０００６】
上側脚１４は、軽量かつ強度の強い材料、例えば、アルミニウムにより形成した中空シリ
ンダとすると好適である。上側脚１４の上方端部の直径をプラスチックカバー２８に緊密
に嵌合する寸法とする。上側脚１４の下方端部は、以下に説明するように、リンク機構１
６に緊密に嵌合する寸法とする。
【０００７】
リンク機構１６は、コネクタ又は継手部材６８によって互いに回転自在に保持したプラス
チック製の３個の脚ホルダ３４により構成する。各ホルダ３４は、長手方向に貫通する開
口３６を有する。ホルダ３４は上方端部３８と、下方端部４０とを有する。上方端部３８
において、開口３６は直径ｄ１（図７に明示する）を有する内壁４２を設け、この直径ｄ
１は上側脚１４の底端部を具合よく収容する寸法とする。内壁４２には複数個のリブを設
け、これらのリブは上側脚１４が上方端部３８内で不慮に回転するのを防止するよう配置
する。内壁４２に長手方向の溝４４を画定する。溝４４は半円形の端部部分４５で終端さ
せる。
【０００８】
下方端部４０は上方端部３８の直径ｄ１よりも小さい直径ｄ２を有し、円形のフランジ又
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はシート４６が上方端部３８の底部に生ずるようにする。フランジ４６は、上側脚１４を
脚ホルダ３４内に完全に挿入して人がスツール１０に座るときこの上側脚１４を支持する
。このように、脚ホルダ３４は上側脚１４を支持するだけでなく、脚ホルダ３４内に挿入
した上側脚の強度を増大する。下方端部４０は丸い内壁部分４８と平坦な内壁部分５０と
を有する。以下に説明するように、平坦部分５０により、下側脚１８を適正に回転してか
ら下側脚を下方端部４０に挿入することができるようになる。
【０００９】
各脚ホルダ３４には非対称形状の側方開口５２を形成する。各側方開口５２は脚ホルダ３
４の湾曲した突起部分５４に画定する。側方開口５２は、上方端部に矩形の上方キャビテ
ィ５６を有しているため不規則形状である。側方開口５２は直径方向に互いに対向する側
方キャビティ５８，６０と、下方キャビティ６２とを有する。上方キャビティ５６は下方
キャビティ６２よりも長くかつ幅が広い。脚ホルダ３４はキャビティ間に配置した案内部
材６４を有し、この案内部材６４は折り畳みスツールを図１及び図６に示すように展開状
態にするとき重要な支持を行う。
【００１０】
第２側方開口６７を脚ホルダ３４の外側に形成する。浅い溝６９を第２開口６７の位置で
ホルダに形成し、指で開口６７にアクセスすることが容易になるようにする。
【００１１】
Ｙ字状のコネクタ又は継手部材６８を、３個の脚ホルダ３４間で脚ホルダ３４が互いに回
転可能に保持するよう配置する。継手部材は亜鉛又は他の適当な丈夫な材料により形成す
る。継手部材６８は３個の外方に突出する延長部７０を有する。この延長部は互いに１２
０°の角度をなして外方に突出する。各延長部７０は、内部に形成した半径方向の溝７２
と、各延長部７０の外方端部に配置したロック機構７４とを有する。溝７２の内方部分は
約４５°の角度で傾斜を付ける。この４５°の角度は延長部７０の強度を向上させ、延長
部が脚ホルダ３４に強固に保持されるのを確実にする。ロック機構７４は、延長部７０か
ら半径方向及び下方に突出する下方ウイング部材７６と、延長部７０から半径方向かつ上
方に突出する上方ウイング部材７８とを有する。下方及び上方のウイング部材７６，７８
間で延長部７０から側方に突出する側方ウイング部材８０，８２を設け、これらのウイン
グ部材が互いに直交するようにする。下方ウイング部材７６は上方ウイング部材７８より
も長くかつ幅が広く、脚ホルダ３４の比較的大きい上方キャビティ５６に具合よく嵌合す
る寸法とする。同様に、上方ウイング部材７８は、下方キャビティ６２に、また側方ウイ
ング部材８０，８２は側方キャビティ５８，６０に具合よく嵌合する寸法とする。ウイン
グ部材７６の大きい寸法によってコネクタ６８の強度を増大し、従って、脚ホルダ３４を
しっかりとコネクタ６８に保持することができる。
【００１２】
このようにして、延長部７０は、下方ウイング部材７６を上方キャビティ５６に整列させ
、また上方ウイング部材７８を下方キャビティ６２に整列させ、また側方ウイング部材８
０，８２を側方キャビティ５８，６０に整列させるとき脚ホルダ３４の側方開口５２内に
挿入されるだけである（図４に明示する）。延長部７０を完全に側方開口５２に挿入する
とき（図４及び図７に明示する）、脚ホルダを１８０°にわたり回転する（図５に明示す
る）ことができ、これは半径方向溝８２が側方開口５２内で回転することができるととも
に、延長部のウイング部材７６，７８，８０，８２が脚ホルダ３４の側方開口５２におけ
る内壁の背後でロックされているためである。脚ホルダを転回するとき、下方ウイング部
材７６、及び側方ウイング部材８０，８２は半円形の端部部分４５に圧着し、スツールに
強度を支持力を付加する。脚ホルダ３４を１８０°にわたり転回することによって、脚ホ
ルダ３４の上方端部３８は上向きに転向し、上側脚１４の底端部を容易に収容できる準備
が整う。重要な特徴は、延長部７０は、この延長部を側方開口５２に完全に挿入するとき
、延長部７０が開口３６内に突入し過ぎて下側脚１８に干渉することがない寸法の長さを
有する点である。延長部７０を完全に挿入するとき、延長部は平坦な内壁５０とほぼ整列
する。
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【００１３】
各下側脚１８は、この下側脚１８に沿って延在する１個の平坦面８４を有する細長い中空
のシリンダとする。下側脚１８は、平坦面８４を脚ホルダ３４の平坦な内壁５０に向かい
合わせにするとき脚ホルダ３４の下方端部４０開口３６内に緊密に嵌合する寸法とする。
下側脚１８は上側脚１４の内径よりも小さい直径を有し、従って、下側脚１８を中空の上
側脚１４内に挿入し、上側脚１４の内壁を不必要に擦ることがないようにする。
【００１４】
下側脚１８の上方端部に直径方向に互いに対向する１対の開口８６，８７を形成し、内側
のニップル８８，８９が貫入することができるようにする。ニップル８８，８９は曲げた
プラスチック部材９１によってばね負荷が与えられ、ニップルを開口８６，８８内で外方
に押圧する。下側脚１８を脚ホルダ３４の下方端部４０に挿入するとき、ニップル８８は
脚ホルダ３４の第２側方開口６７内にスナップ嵌合することができる。ニップル８９は継
手部材６８と脚ホルダ３４の内壁との間に形成したキャビティ内にスナップ嵌合すること
ができる。このことによって下側脚１８は脚ホルダ３４内に深く挿入され過ぎないように
することができる。継手部材６８におけるキャビティは比較的浅く、ニップルは大した苦
労もなくキャビティに出入りの摺動を行うことができる。ニップル８９が深いキャビティ
内にスナップ嵌合しないということによって、バイアス押圧力の若干をニップル８８に伝
達し、ニップル８８を第２側方開口６７に完全に貫入させることができるようになる。ス
ツール１０を折り畳み状態にするため下側脚１８を上側脚１４内に完全に挿入するとき（
図２参照）、ニップル８８，８９が上側脚１４の内壁に圧着するため、ニップル８８，８
９は下側脚１８が上側脚１４から滑り抜けるのを防止する。更に、ニップル８８，８９は
、人がスツールに座るとき、図７に示すように、下側脚１８を脚ホルダ３４にしっかりと
保持してスツールが折り畳まれることがないようにする。各下側脚１８の底端部にはゴム
製のカバー９０を取り付ける。
【００１５】
上側脚１４を脚ホルダ３４の上方端部３８の開口３６に完全に挿入するとき、上側脚１４
の最下端は側方開口５２の上方に位置し、ニップル８８，８９は上側脚１４と干渉するこ
となく外方に突出する。ニップル８８を押し込んで、ニップル８８を第２側方開口６７か
ら離脱させることによって、下側脚１８を上側脚１４内に完全に挿入してスツール１０を
折り畳み状態にするか、又は下側脚を脚ホルダ３４から引き出して、例えば、脚ホルダ３
４を清掃したり又はスツール１０を完全に分解することができる。
【００１６】
折り畳み式スツールを折り畳み状態から展開状態にしたい場合、ストラップ３０を先ず外
し、下側脚を上側脚から抜き出してニップルを第２側方開口にスナップ嵌合させ、シート
部分１２が伸張しかつ脚ホルダ３４の突出部分５４が互いに圧着する状態になるまで下側
脚１８を引き離す。このとき脚ホルダ３４は、垂直ラインに対して約３５°の角度をなし
、ゴム製のカバー９０はしっかりと床又は地面に支持される。本発明の重要な特徴は、ス
ツール１０が完全に展開した状態になるとき、すべてのウイング部材が脚ホルダ３４によ
って支持される点である。換言すれば、展開状態ではウイング部材は側方開口５２の非対
称キャビティには位置決めされない。
【００１７】
上述したところは本発明の好適な実施の形態及び実施例を説明したに過ぎず、請求の範囲
の精神及び範囲から逸脱することなく種々の変更及び改変できること勿論である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による折り畳み式スツールの展開状態の斜視図である。
【図２】　折り畳み式スツールのたたんだ状態の斜視図である。
【図３】　本発明によるリンク機構の詳細な説明図である。
【図４】　本発明による脚ホルダの一部の縦断面図である。
【図５】　本発明による脚ホルダの一部の縦断面図である。
【図６】　第１脚ホルダを第２脚ホルダに対して転回した縦断面図である。
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【図７】　脚ホルダを支持した上側脚に下側脚を挿入した状態を示す縦断面図である。
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【図４】
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